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財政部が2020年1月15日付台財税字第10800614920号通

達を公布したことにより、営利事業者が2018年度より会計

準則バージョンの変更又は新公報の適用による会計方針

の変更を遡及調整することにより生じた当年度期首利益剰

余金の増加純額又は減少純額の当該年度未処分利益計

算への算入が必要になりました。増加した2018年度の未処

分利益(以下「増加額」)について、事後の解釈通達の公布

及び認識時点の差異により、利益が生じた翌年度(即ち

2019年度)の株主総会での分配決議に間に合わない場合、

今年の申告時に5%の未処分利益課税が生じる可能性があ

ります。

新型コロナウィルス（COVID-19）による産業への影響を軽

減するため、財政部は5月4日に当該未処分利益課税に係

る問題について解釈通達(台財税字第10904558730 号)を

公布しました。この解釈通達により、営利事業者は2018年

度より会計準則バージョンの変更又は新公報の適用により

増加した未処分利益について、厳重特殊伝染性肺炎予防

治療及び救済振興特別条例の施行期間(2020年1月15日

から2021年6月30日)において株主に分配する場合、2018

年度未処分利益の控除項目に算入することが出来るよう

になりました。その適用について下表に示します。

営利事業者は今年、2018年度未処分利益課税の申告に際

して、会計準則バージョンの変更又は新公報の適用により

増加した未処分利益について、2019年度の分配に間に合

わない場合でも、申告前に分配することが出来れば、課税

は免除されます。当該申告期限はCOVID-19の影響によ

り、2020年6月30日まで延長されます。申告前に分配出来

ない場合でも、2021年6月30日までに分配することが出来

れば、修正申告により過大納付税額の還付を受けることが

できます。このほか、企業は産業創新条例第23条の3の規

定により、未処分利益による実質投資を行った場合の税額

控除措置を受けることが可能です。
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会計方針の変更により増加した2018年度未処分利
益の分配に係る控除条件の緩和
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従来の控除規定 「増加額」は2019年度株主総会において分配を決議しなければならない

財政部解釈通達により緩和された

控除規定

「増加額」を2020年1月15日から2021年6月30日に分配する場合、以下を控除することが出来る。

– 2018年度未処分利益課税の申告前の分配：申告時に控除項目に計上し、課税は免除される。

– 2018年度未処分利益課税の申告後の分配：過大納付となった税額の還付を受けるために、控

除項目に含めて修正申告をする。
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